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本日の会議に付した事件 

 

                        令和３年第４回山元町議会臨時会 

                        令和３年１１月３０日（火）午前１０時 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 提出議案の説明 

日程第 ４ 報告第１４号 専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更） 

日程第 ５ 報告第１５号 専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更） 

日程第 ６ 承認第１１号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度山元町一般会計補

正予算・専決第１号） 

日程第 ７ 議案第５１号 令和２年度（繰） 社総交（復興）請９号 頭無西牛橋線舗装工事請

負契約の締結について 

日程第 ８ 議案第５２号 令和３年度 交通安全施設補助請１号 大平牛橋線橋田橋下部工工事

請負契約の変更について 

日程第 ９ 議案第５３号 令和３年度山元町一般会計補正予算（第４号） 

日程第１０ 議案第５４号 令和３年度山元町水道事業会計補正予算（第３号） 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議長（岩佐哲也君）ただいまから令和３年第４回山元町議会臨時会を開会します。 

      これから本日の会議を開きます。 

      会計管理者兼町民生活課長佐藤繁樹君から、本臨時会を欠席する旨の届があります。

代わりに担当班長が代理で説明員として出席しますので、ご了解を賜りたいと思います。 

      本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

            〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（岩佐哲也君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定により、６番髙橋眞理子君、

７番竹内和彦君を指名します。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）日程第２．会期の決定を議題とします。 

      お諮りします。 

      本臨時会の会期は、お手元に配布のとおり、本日１日限りにしたいと思います。 

      これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      会期は本日１日限りに決定いたしました。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから、議長諸報告を行います。 
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      議長諸報告は、お手元に配布のとおりでありますので、ご覧願います。 

      以上で、議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）日程第３．提出議案の説明を求めます。 

      この際、今臨時会に提出された議案等７件を山元町議会先例６６番により一括議題と

します。 

      町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。改めておはようございます。提案理由を申し上げます。 

      本日ここに、令和３年第４回山元町議会臨時会が開会され、各種提出議案をご審議い

ただくに当たり、各議案の概要等をご説明申し上げますので、議員各位の一層のご理解

を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

      それでは、本臨時会においてご審議をいただく各議案の概要について、順を追ってご

説明申し上げます。 

初めに、報告関係についてでありますが、報告第１４号及び第１５号の専決処分の報

告については、（仮称）新浜諏訪原線道路改良工事及び頭無西牛橋線交差点改良工事につ

いて、施工内容や数量等に軽微な変更が生じたことに伴い、変更契約を締結いたしまし

たので、これを報告するものであります。 

次に、急施専決処分に係る承認議案についてでありますが、承認第１１号令和３年度

山元町一般会計補正予算（専決第１号）については、コロナ感染症対策として、３回目

の追加ワクチン接種実施に伴うシステム改修及びクーポン作成委託料等の経費を補正予

算として専決処分したものであり、議会の承認を求めるものであります。 

次に、予算外の議決議案についてでありますが、議案第５１号については、頭無西牛

橋線舗装工事に係る工事請負契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるもの。 

議案第５２号については、大平牛橋線橋田橋下部工工事について、施工内容の一部に

変更が生じ、工事費が減額となることから、変更契約を締結するに当たり、議会の議決

を求めるものであります。 

続きまして、補正予算関係議案についてでありますが、議案第５３号令和３年度山元

町一般会計補正予算（第４号）（案）については、新型コロナウイルスの影響による令和

３年産米価の大幅な下落に伴い、収入が減少している稲作農家に対し、経営の安定化と

営農意欲の維持を図るための支援金を計上したほか、不特定多数の利用客が一定時間滞

在し、かつ利用客に直接的に接する業種で特にコロナ感染拡大の危険性が高いと思慮さ

れるタクシー事業者及び理美容事業者の車内または店舗内の飛沫感染対策や換気対策に

対し補助するなど、町独自の各種支援に関する経費を計上しております。 

以上、ただいま申し上げました歳出予算に見合う財源としては、国・県支出金等を増

額するとともに、最終的な財源調整として財政調整基金の取崩しを増額措置した結果、

今回の補正額は、約２，５００万円を増額するものであります。 

次に、議案第５４号令和３年度山元町水道事業会計補正予算（第３号）（案）について

でありますが、コロナ感染症対策支援に係る家庭用の水道料金減免及び事業者等への支

援金の確定に伴い減額するものであります。今回の補正額は収益的収入を約９００万円

減額し、収益的支出を約８００万円減額するものであります。 

      以上、令和３年第４回山元町議会臨時会に提出しております議案の概要についてご説
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明申し上げましたが、各種議案等の細部につきましては、さらに関係課長に説明をさせ

ますので、よろしくご審議の上ご可決を賜りますようお願い申し上げます。以上でござ

います。 

議 長（岩佐哲也君）以上で提出議案の説明を終わります。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）続きまして、日程第４．報告第１４号を議題とします。 

      本件について報告を求めます。 

建設課長（千葉佳和君）はい、議長。報告第１４号専決処分の報告についてご説明申し上げます。 

      資料 No.１、議案の概要をご覧ください。 

      提案理由でございますが、（仮称）新浜諏訪原線道路改良工事に関し、地方自治法の規

定に基づき専決処分したので、これを報告するものであります。 

特に変更のあった部分に関してご説明いたします。 

初めに、３、契約金額、原契約額２億６，８３６万７，０００円に対しまして、３０

０万７，４００円を増額し、２億７，１３７万４，４００円に変更したもので、１．１

２パーセントの増となります。 

５、工事の概要、変更分につきましては、原契約、地盤改良工、セメント混合処理、

Ａイコールゼロ平米。 

変更、地盤改良工、セメント混合処理、Ａイコール１，２２５平米の増となります。 

その理由といたしましては、路床盛り土の施工区間において、段階確認を実施したと

ころ、路床面にたわみが確認されたことから、その影響範囲区間１７５メートル、町道

合戦原下郷線から約３０メートル移動から戸花山までの区間について、地盤改良工を増

工したものでございます。 

以上で報告第１４号の報告を終わります。 

議 長（岩佐哲也君）報告第１４号専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更）を終わり

ます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）続きまして、日程第５．報告第１５号を議題とします。 

本件について報告を求めます。 

建設課長（千葉佳和君）はい、議長。報告第１５号専決処分の報告についてご説明申し上げます。 

      資料 No.２、議案の概要をご覧ください。 

提案理由でありますが、頭無西牛橋線交差点改良工事に関し、地方自治法の規定に基

づき専決処分したので、これを報告するものであります。 

特に変更のあった部分に関してご説明いたします。 

初めに、３、契約金額、原契約額７，９２５万５，０００円に対しまして、２０７万

３，５００円を増額し、８，１３２万８，５００円に変更したもので、２．６２パーセ

ント増となります。 

５、工事の概要、変更分につきましては、原契約、構造物取壊し、コンクリート、Ｖ

イコール４１立米、構造物がら処分コンクリート、Ｖイコール１０５トン、木くず等処

分Ｖイコールゼロ立米に対しまして、変更、構造物取壊しコンクリート、Ｖイコール７

４立米、３３立米増、構造物がら処分コンクリートＶイコール１８３トン、７８トン増、

木くず等処分Ｖイコール５立米増となります。 
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その理由につきましては、当初設計において、旧ＪＲ常磐線軌道敷内の既設横断水路

等の構造物撤去を計上しておりましたが、現地掘削時に、地中の状況を確認したところ、

枕木等の木くずや擁壁等の構造物が存置されていることが判明し、想定よりも多くの撤

去や処分が必要となったことから、構造物取壊し及び処分を増工したものであります。 

以上で報告第１５号の報告を終わります。 

議 長（岩佐哲也君）報告第１５号専決処分の報告について（工事請負契約金額の変更）を終わり

ます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）続きまして、日程第６．承認第１１号を議題とします。 

      本件について説明を求めます。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。それでは、承認第１１号専決処分の承認を求めることに

ついてご説明いたします。 

      令和３年度山元町一般会計補正予算を地方自治法の規定に基づき専決処分いたしまし

たので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

      １枚おめくり願います。 

      専決処分書でございます。 

      令和３年度山元町の一般会計補正予算は、急を要するので、地方自治法の規定により

別紙のとおり専決処分しております。 

      財源調整等必要最小限での範囲での補正予算として、令和３年１０月２２日付で専決

処分を行ったものでございます。 

      さらにもう一枚おめくり願います。 

      令和３年度山元町一般会計補正予算・専決第１号でございます。 

      今回の補正の規模は、歳入歳出それぞれ１，１０６万６，０００円を増額し、総額を

８８億２，７３１万７，０００円とするものでございます。 

      それでは、歳出予算につきまして主なものをご説明いたします。 

      ６ページをお開き願います。 

      第４款衛生費第１項保健衛生費第２目予防費といたしまして、１，１０６万６，００

０円を増額しております。こちらにつきましては、コロナ感染症対策として３回目のワ

クチン接種実施に伴い早急に財政の確保が必要となるコールセンター業務委託料やシス

テム改修及びワクチンクーポン作成業務委託料等の経費を計上するものでございます。 

      以上が歳出予算の主な内容でございます。 

      次に、歳入予算につきましてご説明いたします。 

      ５ページをご覧ください。 

      第１９款繰入金第２項基金繰入金第１目基金繰入金でございますが、１，１０６万６，

０００円増額しております。 

      以上が歳入予算の内容でございます。 

      以上が補正予算の内容となります。よろしくお願い申し上げます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから、質疑を行います。   質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）質疑なしと認めます。 
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議 長（岩佐哲也君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから承認第１１号専決処分の承認を求めることについて（令和３年度山

元町一般会計補正予算・専決第１号）を採決します。 

      お諮りします。 

      本件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      承認第１１号は原案のとおり承認されました。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）日程第７．議案第５１号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

建設課長（千葉佳和君）はい、議長。議案第５１号令和２年度（繰） 社総交（復興）請９号 頭

無西牛橋線舗装工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。 

      資料№３議案の概要をご覧ください。 

      提案理由でありますが、頭無西牛橋線舗装工事請負契約の締結に当たり、地方自治法

の規定により議会の議決を要するので提案するものであります。 

      内容は、下記のとおりとなります。 

      １、契約の目的、記載のとおり。 

      ２、契約の方法、条件付一般競争入札。 

      ３、契約金額、９，５８３万７，５００円、落札率８９．０８パーセント。 

      ４、契約の相手方、株式会社エス・ケイ・ディ仙台支店。 

      ５、工事の場所、花釜地内。別紙参照をご覧ください。裏面に、頭無西牛橋線進捗状

況説明図を添付しております。下のほうに旗揚げされております議案対象工事発注箇所

という旗揚げがございます。これは旧山下駅前後の舗装工事を行うものでございます。 

      資料のほうにお戻りください。 

      ６、工事の概要、施工延長Ｌイコール１，９２メートル、のり面工、防草シート、Ａ

イコール１，０２０平米、排水構造物工一式、舗装工、表層、車道、Ａイコール５，６

４８平米他、縁石工、Ｌイコール５３８メートル、区画線工一式、防護柵工、ガードレ

ールＬイコール２３メートル他、道路付属施設工一式であります。 

      ７、工期、議決を受けた日の翌日から令和４年３月２８日までとなります。 

      以上で議案第５1 号の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから、質疑を行います。   質疑はありませんか。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。今説明を受けました。県道との交差部ですよね。ここの箇所において

はですね、交通安全、事故防止から、そして利用者の立場からしてですね、立場を考慮

し、県との協議をきちんとしていただきたいというふうに思っております。というのは、

この県道の交差部、この十字路の東側に右折をしようと思ったときに、大型バス、右折
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できません。そういうふうなことも鑑みまして、きちっとしたものにしていただかない

と、慰霊碑から、せっかく山元町においでいただいて、あそこの慰霊碑のところからで

すね、今年の３月に完成したこの県道相馬亘理線ですね、この部分について出ようと思

うと出れないんです。南から出ようと思っても、狭くて出れません。そういうことから

して、きちんと話合いをしてですね、進めていただきたいということを求めておきます。 

建設課長（千葉佳和君）はい、議長。大地の塔のほうに曲がるようにですね、曲がれないというお

話は伺っておりましたので、所轄の亘理警察署さんとですね、協議もしながらですね、

ちょっと我々としてもどのようなことができるのかというところを県の土木事務所とも

調整しながら進めていきたいと思っております。 

議 長（岩佐哲也君）ほかに質疑はありませんか。   質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから議案第５１号令和２年度（繰） 社総交（復興）請９号 頭無西牛

橋線舗装工事請負契約の締結についてを採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      議案第５１号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）続きまして、日程第８．議案第５２号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

建設課長（千葉佳和君）はい、議長。議案第５２号令和３年度 交通安全施設補助請１号 大平牛

橋線橋田橋下部工工事請負契約の変更についてご説明申し上げます。 

      資料№４議案の概要をご覧ください。 

      提案理由でありますが、大平牛橋線橋田橋下部工工事請負契約の一部に変更が生じた

ことから、地方自治法の規定により議会の議決を要するので提案するものであります。 

      特に変更のあった部分に関してご説明いたします。 

      初めに、３、契約金額、原契約額１億５，１３６万８，８００円に対しまして、２，

２９３万９，４００円を減額し、１億２，８４２万９，４００円に変更したもので、１

５．１５パーセント減となります。 

      ５、変更の概要、工事の概要、変更分につきましては、原契約、構造物取壊し工、Ｖ

イコール１０８立米、のり覆い護岸工、平ブロック張り、Ａイコール４０４平米、仮設

工鋼矢板打ち込み、Ｎイコール２０８枚、大型土のうＮイコール１２０袋に対しまして、

変更、構造物取壊し工、Ｖイコール１９立米、８９立米減、のり覆い護岸工平ブロック

張りＡイコール９４平米、３１０平米減、仮設工鋼矢板打ち込みＮイコール１８８枚、
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２０枚減、大型土のうＮイコールゼロ袋、１２０袋減。その理由につきましては、当初

設計において既設橋台と承水路の護岸ブロック撤去及び設置を計上しておりましたが、

現地を掘削し、状況を確認した結果、当初想定する橋台形状が異なったことにより、構

造物取壊し範囲や数量に変更が生じたため、構造物取壊し工、のり覆い護岸工及び仮設

工事を減工するものであります。 

      詳細の図面につきましては、１ページめくっていただいて、大平牛橋線橋田橋旧橋下

部工説明図という資料を添付しております。左下の横断図を見ていただくと、当初設計

では、黄色いハッチがかかっている部分が当初想定していた橋台の形状となります。 

      施工のステップといたしましては、①の桁撤去、上部工の撤去をいたしまして、鋼矢

板を打ち込んで河川、承水路の閉め切りを行います。その後、護岸撤去を行って、４番、

橋台撤去を行って、５番、新設橋台設置というステップを踏む予定でございました。右

に移っていただいて、右下の横断図変更計画では、上部工を撤去してですね、下部工の

状況を確認したところ、形状が黄色い部分とパイルベント基礎の形状となっておりまし

た。そのため、①の橋台形状の変更ということで、橋台の撤去ボリュームが１０８立米

から１９立米に変更となりました。その後、②のですね、橋台形状の変更に伴い、既設

護岸の撤去が不要になったため、のり覆い護岸工の数量の変更がありました。これでＡ

イコール４０４平米から９４平米に減工となります。 

      ③既設護岸を撤去する必要がなくなったことに伴い、鋼矢板打ち込みの位置及び各種

数量の変更がありました。鋼矢板Ｎイコール２０８枚から１８８枚、大型土のうがＮイ

コール１２０袋からゼロ袋となり、仮設工法の変更に伴い数量も変更となっております。 

      資料にお戻りいただき、以上で、議案第５２号の説明を終わります。よろしくお願い

申し上げます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから、質疑を行います。   質疑はありませんか。 

１１番（菊地康彦君）はい。今説明があったわけですけれども、この変更の計画の中で、護岸、既

設の護岸がですね、撤去必要なくなったということなんですけれども、この耐久性は大

丈夫なんでしょうか。前に造っていて、それに今回の修正を加えるということですが、

何年かたっている護岸だと思うんですけれども、その辺をお伺いします。 

建設課長（千葉佳和君）この橋台、橋梁自体がですね、建設されたのが昭和５１年の建設となって

おります。その際にですね、同時に護岸も設置されたものと推測されるんですけれども、

基本的に現状を確認しますと、構造物には異常がないことが確認されておりますので、

そのまま利用できるものと考えております。もし、今後ですね、護岸に異常等が発生い

たしましたら、災害復旧等とか、修繕等で対応していきたいと考えております。以上で

す。 

議 長（岩佐哲也君）ほかに質疑はありませんか。 

１０番（阿部 均君）はい。もうこの変更計画の減額修正にしては１５．１５パーセント、２，２

９０万円という金額も非常に大きいわけでありまして、この調査設計の段階でね、非常

にいいあんばいと、言葉悪いですが、きちんと調査をしないでね、設計をされたという

ような部分も見受けられるんですが、今後ですね、やっぱりあの橋梁関係を特にですね、

長寿命化といいますか、そういうふうな部分で非常にこれ山元町にも膨大な部分、いろ

んな橋梁があると思いますけれども、そういう部分でやっぱりどのような工事をどのよ
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うな部分に形状になっているのかというのは、やっぱり何年たってもですね、きちんと

ある程度可視化できるようにやっぱり設計図、それからいろいろな部分をきちんと保存

する必要があろうかと思いますけれども、これは５１年ということで、そういうような

部分で全く前のですね、現状をきちんと見るような設計図なり、いろいろな部分という

のは全く町にはなかったのかどうか確認したいと思います。 

建設課長（千葉佳和君）この橋田橋の設計を進める際に、既存の資料というのをどのようなものが

あるかというところを資料を集めたんですけれども、当時の橋梁台帳というのが残って

おりまして、そこで資料はあったんですけれども、橋台の形状等を示すような資料が全

く残ってございませんでした。建設が昭和５１年でございまして、台帳を調製したのが

昭和６２年と、１０年後に台帳を整備されているような形でしたので、ちょっと当時の

資料が見当たらなかったのが原因なのかなと考えております。 

      今回、その橋台の形状も推定したのは、地質、ボーリング調査を行っていまして、地

盤が比較的よいということが分かっておりましたので、そこで一般的な重力式の橋台で

あるというところを推定して、設計は進めてきたところでございます。 

      今後も長寿命化、橋梁の長寿命化計画とかで点検とかしていますので、資料等の収集

には努めていきたいと考えております。 

１０番（阿部 均君）はい。そういうふうな部分で、形状を示すものが存在しなかったという今課

長の答弁でありますけれども、今後のことを考えますとですね、きちんとそういうふう

な今後のね、いろいろな部分の資料はですね、きちんと長期保管といいますか、そうい

うふうなできる体制をですね、ぜひとも構築していただきたいと思います。以上でござ

います。 

議 長（岩佐哲也君）ほかに質疑ありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから議案第５２号令和３年度 交通安全施設補助請１号 大平牛橋線橋

田橋下部工工事請負契約の締結についてを採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      議案第５２号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）続きまして、日程第９．議案第５３号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。それでは、議案第５３号令和３年度山元町一般会計補正

予算（第４号）につきましてご説明いたします。 
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      今回の補正の規模でございますが、歳入歳出それぞれ２，４８４万１，０００円を増

額し、総額を８８億５，２１５万８，０００円とするものでございます。 

      それでは、歳出予算のほうからご説明いたします。 

      議案書の６ページをお開きください。 

      初めに、第２款総務費第１項総務管理費第１６目町民バス事業費といたしまして、９

９万４，０００円を増額しております。こちらにつきましては、不特定多数の利用客が

一定時間密閉した車内に滞在するタクシーの車内におけるコロナ感染症の拡大予防とし

て、飛沫感染対策や換気対策を講じる町内のタクシー事業者に対する支援を実施するも

のでございます。 

      次に、第４款衛生費第１項保健衛生費第３目環境衛生費といたしまして、２６５万７，

０００円を増額しております。こちらにつきましては、不特定多数の利用客が一定時間

滞在し、利用客に直接的に接する理美容の店舗内におけるコロナ感染症の拡大予防とし

て、換気対策を講じる理美容事業者に対する支援を実施するものでございます。 

      次に、第９目上水道管理費といたしまして、９０１万７，０００円を減額しておりま

す。こちらにつきましては、コロナ感染症対策支援として実施した家庭用水道料金減免

事業及び事業者等水道料金支援事業の実績確定に伴うものでございます。なお、これら

の事業の財源としておりました県支出金の一部につきましては、この後ご説明いたしま

す米価下落稲作経営農家支援対策事業支援金の財源に繰替えしております。 

      次に、第９款、失礼いたしました。次に第６款農林水産業費第１項農業費第６目食料

自給総合対策費といたしまして、３，０２０万７，０００円を増額しております。こち

らにつきましては、コロナ感染症拡大の影響で米価の大幅な下落が生じている状況を踏

まえ、主食用米を作付する稲作農業者の経営の安定化と営農意欲の維持を図るため、米

価下落に伴う減収支援をするものでございます。財源は国庫支出金、県支出金及び諸収

入でございます。 

      以上が歳出予算の主な内容でございます。 

      次に、歳入予算につきましてご説明いたします。 

      議案書５ページをお開きください。 

      第１５款国庫支出金及び第１６款県支出金でございますが、国庫支出金として、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、県支出金として第３期新型コロナウイ

ルス感染症対応事業者支援市町村事業補助金を受け入れるものでございます。 

      第１９款繰入金でございますが、財源調整のため財政調整基金を取り崩しております。 

      第２１款諸収入でございますが、公益財団法人宮城県市町村振興協会から交付される

市町村新型コロナウイルス感染防止事業支援金を受け入れるものでございます。 

      以上が今回の歳入予算の主な内容でございます。 

      以上が第４号補正予算案の内容でございます。よろしくお願い申し上げます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから、質疑を行います。   質疑はありませんか。 

１０番（阿部 均君）はい。６款農林水産業費の食料自給総合対策費のこの米価下落に対する支援

金でございますけれども、これは新たにですね、手続なり申請なりをしなければ支給対

象にならないのか、それともＪＡ等でですね保有しているデータ等を利用して支給をさ

れるのか、その辺を確認したいと思います。 
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農林水産課長（佐藤和典君）はい、議長。ただいまのご質問でございますが、基本的には議員おっ

しゃるとおり主食用米のですね、作付計画書を基に対象者のほうを絞ってございますの

で、その方にですね、ご通知は差し上げるようになります。ただ、販売の状況について

は農家の方いろいろあるものですから、申請書につきましては、提出いただくような形

になろうかと思います。以上でございます。 

１０番（阿部 均君）はい。今の課長の答弁ですと、ＪＡのデータも利用すると、しかしながら申

請手続もしていただくということですね。はい、分かりました。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか質疑ありませんか。 

１１番（菊地康彦君）はい。同じくですね、今の農林水産業費の食料自給総合対策費についてです

ね、ご質問したいと思います。このたびですね、町当局担当課にですね、最善の努力を

していただき、早急な対応をいただきましたことをこの場をお借りしまして、御礼を申

し上げたいと思います。 

      そこでなんですが、１０アール当たり４，３００円の支援ということなんですが、農

家側とすれば、実質１０アール当たりの減収は二万五、六千円前後の減収となっておる

わけです。そして、各市町村も見ますと、次期作支援だったり、減収支援ということで

今日の新聞を見ますと仙南も２市６町が決定しているということで、次々町独自のです

ね、支援に踏み切っているわけです。ここで町長にお伺いしたいんですが、まだですね、

国としての直接的な支援がまだ明確にされておりません。農業全体だったり、その後に

対しての方向性は出しておるんですけれども、やはりこの２５パーセントの単価下落を

受けて、国としてですね、何らかの対策は取るべきと思いますが、これは今後の話にな

りますけれども、もしそういったですね、国の対策が取られた場合、町としてその支援

を受けて、さらに上積みする考えはあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。国のこの経済対策が大きな方向性が示されておりますが、まだ、

その具体的な支援内容についてはこれからの判明ということになろうかなというふうに

考えております。今回の米価下落、そしてまた背景に含まれております燃油等の高騰関

係の対応とですね、農業なり、漁業を取り巻く環境が非常に厳しいものがございますの

で、町といたしましては、やはり国の支援策を踏まえ、あるいは県内の各自治体の状況

をしっかりと見極めながらですね、町としても応分のご支援を申し上げなければならな

いなというふうに基本的には思っているところでございます。今の段階でですね、国の

支援スキームが判明しない段階でですね、さらなるかさ上げ支援というふうな部分につ

いてはもう少し制度を、支援制度をですね、把握してから改めて検討申し上げ、県内の

自治体なり、全国の自治体と比較してもですね、遜色のない形に持っていかなくちゃな

いだろうというふうには考えているところでございます。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか質疑ありませんか。 

 ８番（遠藤龍之君）はい。財源なんですが、衛生費の８００万円を減額して、下に充てていると

いうことなんですが、これは目的違うんですが、その補助金だからいろいろ目的がある

に対しての補助というふうに考えたときに、これを自由にそっちさ回せる性格のものな

のかどうかを確認します。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。こちらの財源につきましては、今回県のほうからコロナ

対策ということで事業者支援の市町村向けの補助金が来たということで、それに伴いま

して先般、水道料金の減免の事業に充てたわけでございますが、実績確定に伴いまして、
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そちらのほうが補助金のほうが余剰分が出たという部分がございましたので、それにつ

いて今回改めて事業者、農家支援ということでの補助金に振替えをさせていただいたと

いうことでございますので、目的につきましては事業者支援ということで問題なく使わ

せていただくというような内容でございます。以上でございます。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから議案第５３号令和３年度山元町一般会計補正予算（第４号）を採決

します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      議案第５３号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）続きまして、日程第１０．議案第５４号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

上下水道事業所長（齋藤 剛君）はい、議長。議案第５４号令和３年度山元町水道事業会計補正予

算（第３号）についてご説明申し上げます。 

      初めに、１、２ページをお開き願います。 

      収益的収入及び支出の収入について申し上げます。 

      １款水道事業収益２項営業外収益において９０１万７，０００円を減額措置しており

ます。新型コロナ感染症対策支援事業として、家庭用水道料金の減免に要する経費及び

事業者支援に要する経費として、一般会計から補助金を措置しておりますが、事業完了

に伴い精算するものであります。 

      内訳として、水道料金の基本料金減免分として６５万１，０００円、減免に伴う経費

として１６万４，０００円、事業者等水道料金支援に要する支援金として８２２万５，

０００円をそれぞれ減額し、支援金支給に伴う経費として２万３，０００円を措置して

おります。 

      なお、家庭用水道料金減免の実績につきましては、４，６８８件、事業者支援金の実

績は４７件でございました。 

      次に、支出について申し上げます。 

      １款水道事業費１項営業費用４目総がかり費の１６万４，０００円の減額は、家庭用

水道料金減免に伴う対応経費の確定により措置するものであります。 

      次に、２項営業外費用３目雑支出でありますが、事業者への支援金事業が確定したこ

とにより８２２万５，０００円を減額措置するものです。 
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      それでは、最初のページにお戻りください。 

      第２条予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので

す。 

      収入、第１款水道事業収益を９０１万７，０００円減額し、総額４億３，６３１万４，

０００円とするものです。 

      支出、第１款水道事業費を８３８万９，０００円減額し、総額３億７，５３４万６，

０００円とするものです。 

      第３条予算第９条中、他会計から繰入れする金額を記載のとおり改めるものです。 

      以上で議案第５４号の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから、質疑を行います。   質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから討論を行います。   討論はありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから議案第５４号令和３年度山元町水道事業会計補正予算（第３号）を

採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      議案第５４号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これで本日の議事日程は全部終了しました。 

      会議を閉じます。 

      令和３年第４回山元町議会臨時会を閉会します。 

      お疲れさまでした。 

午前１０時５５分 閉 会 

                                             

  

 


